
★ＪＡ・農林課・普及センターは園芸生産をサポートしています。

【問い合わせ】 〇ＪＡ新潟かがやき あがのアグリセンター（樋口・中島） TEL62-2235
〇ＪＡ新潟かがやき ささかみアグリセンター（石山） TEL25-7252
〇阿賀野市農林課農林振興係 （直通） TEL61-2478
〇新発田農業普及指導センター（野菜） TEL0254-26-9158
〇新発田農業普及指導センター（花・果樹） TEL0254-26-9163

園芸情報(Ｒ７・４月号) 阿賀野市農業振興協議会

1億円産地を目指して！

●令和６年４月～令和７年３月 阿賀野市内学校給食 地場産野菜使用量

学校給食における地場産野菜利用の取組を紹介！

品 目 生産者数 市内産割合% 市 内 産/kg 市 外 産/kg 合 計/kg

キャベツ 4 15 1,832 10,092 11,924

たまねぎ 8 12 1,316 9,680 10,996

じゃがいも 9 15 1,260 6,966 8,226

にんじん 2 30 2,462 5,751 8,213

長ねぎ 5 44 1,923 2,460 4,383

だいこん 4 30 1,022 2,381 3,403

きゅうり 7 18 574 2,650 3,224

はくさい 3 20 416 1,648 2,064

さといも 4 69 819 363 1,182

しいたけ 3 76 207 67 274

さつまいも・
なす他

20 6 1,069 17,248 18,317

総 使 用 量 17.9 12,900 59,306 72,206

阿賀野市では、食育推進計画の中で学校給食における地場産農産物の

使用率30％を目標に掲げ、市内JAと協力し取り組んでいます。今回は
令和６年度に市内の小・中学校で使用された地場産野菜の使用量と市内
産割合の実績を紹介します。

情報提供：阿賀野市学校教育課、JA新潟かがやき

※令和６年度の阿賀野市産野菜使用率は17.9％でした。（令和５年度17.6%）

地元のこどもたちに皆さんの野菜を食べてもらいませんか？

JAあがの・ささかみアグリセンターでは学校給食用地場産野菜の生産者を募集しています！

野菜の品目指定はありませんが、じゃがいも、たまねぎ、はくさい、きゅうりが不足して

います。また、ほうれんそう、小松菜、さつまいも、かぼちゃ、かぶも新規募集中です。

ＪＡの指導員が個別に対応しますので、興味ある方は下記までお問い合わせください！

学校給食に地場産野菜が使われる良さ

旬が分かる 鮮度が良い 相手がわかる、思う

地元で採れる時期がわか
り、会話が増える。

前日に収穫したものが翌
日のお昼には食べられる。

生産者を身近に感じられ
る。

とても作り甲斐が
あるね！



阿賀野市のホームページからもご覧いただけます！

阿賀野市　園芸情報 検索 もしくは、二次元コードを読み取ってください。

阿賀野市園芸品目ガイド

阿賀野市農業振興協議会では、既存産地の維持拡大と新規生産者の参入を目的に、
園芸おすすめ２２品目について記載した「阿賀野市園芸品目ガイド」を作成しています。
阿賀野市ホームページに掲載していますので、右の二次元コードからご覧ください。

☞

☞

産地育成計画実績報告

県が令和元年7月に策定した「新潟県園芸振興基本戦略」に基づき、阿賀野市では２つのJA
アグリセンターがブランド化や所得向上を目指して「産地育成計画」を策定し取り組みました。
令和６年度をもって、取組が終了しましたので実績をお知らせします。

（人） （千円） （千円）（人）

目標
目標

複数品目での計画を進めているJAあがのアグリセンターでは、インショップや道の駅での販
売が大きく拡大しました。
ブランドえだまめ「えんだま」で目標達成を目指すJAささかみアグリセンターでは、安定生

産により順調にブランドの定着が進みました。
両計画とも販売額・栽培面積共に開始時から大きく伸ばし、一億円産地に向けて取り組みま

した。

JAあがのアグリセンター（少量多品目） JAささかみアグリセンター（えだまめ）
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農作業安全運動の実施について
～「大丈夫」 その思い込みに 気を付けて～

○目的
新潟県でも毎年多くの農作業事故が発生してい
ます。農作業安全運動は、農作業に対する安全
意識の高揚及び農業機械の安全操作徹底等を通
じて、農作業事故の未然防止を図ることを目的
に毎年実施しています。

○運動期間
令和７年４月１日から５月３１日まで

農業機械の利用が集中する期間を「春の特別期
間」として、農家皆さんの取組みをお願いします。

○重点推進事項

・こまめな休憩・水分補給で熱中症を防ぎま
しょう。

・声をかけあって、安全確認しあいましょう。
・焦らない！ゆとりある作業を心がけましょう。
・機械の点検・清掃時、必ずエンジンを止めま
しょう。

・農業機械を運転するときはシートベルト、
ヘルメットを必ず着用しましょう。

・公道は法令順守で走行しましょう。

令和７年度も農作業安全運動が始まりました。昨年、阿賀野市内で大きな事故はありません
でしたが、「自分は大丈夫」という思い込みが事故のもとになります。農作業を行う際には、
下記の重点推進事項に注意して作業を行いましょう。

目標 目標

UP！
UP！

（ha） （千円） （千円）（ha）


